
               

平 成 27 年 10 月 9 日 

14時 00分 

 

 

通行料金の変更について 

 

芦有ドライブウェイ株式会社（兵庫県芦屋市、社長：藤澤 茂樹）では、芦有ドライブウェイの通行料

金につきまして、平成 26 年 8 月の台風 11 号による災害復旧費用の一部を利用者の方にご負担いた

だくべく国土交通省に通行料金値上げを申請していましたが、この度認可をいただきました。 

つきましては、本日より 10月 19日までを告知期間とし、平成 27年 10月 20日から変更いたします

のでお知らせします。 

 

 

１． 通行料金の変更（平成 27 年 10 月 20日から） 

普通通行料金（普通自動車の場合） 

現行料金（円） 

一部区間 全区間 

芦屋～宝殿 

芦屋～（奥池）～芦屋 

宝殿～（奥池）～宝殿 

宝殿～有馬 芦屋～有馬 芦屋～有馬（往復） 

４１０ ４１０ ８２０ １，２３０ 

 

変更料金（円） 

一部区間 全区間 

芦屋～宝殿 

芦屋～（奥池）～芦屋 

宝殿～（奥池）～宝殿 

宝殿～有馬 芦屋～有馬 芦屋～有馬（往復） 

４１０ 
差額 

５２０ 
差額 

９３０ 
差額 

１，４００ 
差額 

変更なし +110 +110 +170 

 

特別区間往復割引通行料金（特割）（普通自動車の場合） 

現行料金（円） 変更料金（円） 

特割 

有馬～（奥池、東六甲展望台）～有馬 

１，０３０ １，２１０ 
差額 

+180 

 

  



 

回数券の販売価格（普通自動車の場合） 

現行料金（円） 

一部区間 全区間 

芦屋～宝殿 

芦屋～（奥池）～芦屋 

宝殿～（奥池）～宝殿 

宝殿～有馬 芦屋～有馬 

６回券 １２回券 ６回券 １２回券 ６回券 １２回券 

２，０５０ ４，１００ ２，０５０ ４，１００ ４，１００ ８，２００ 

 

変更料金（円） 

一部区間 全区間 

芦屋～宝殿 

芦屋～（奥池）～芦屋 

宝殿～（奥池）～宝殿 

宝殿～有馬 芦屋～有馬 

６回券 １２回券 ６回券 １２回券 ６回券 １２回券 

２，０５０ ４，１００ ２，６００ ５，２００ ４，６５０ ９，３００ 

 

（注） その他の車種、定期券等詳細については【別添】をご参照ください。 

  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

芦屋 宝殿 有馬

奥池

展望台

片道410円（現行どおり）

往復410円

（現行どおり）

片道410円 ⇒ 520円

片道820円 ⇒ 930円

往復1,030円 ⇒ 1,210円

料金表経路マップ

（普通自動車の場合）

往復1,230円 ⇒ 1,400円

往復410円

（現行どおり）

特割



【別添】 

普通通行料金 

車種区分 

現行料金（円） 

一部区間 全区間 
芦屋～宝殿 

芦屋～（奥池）～芦屋 

宝殿～（奥池）～宝殿 

宝殿～有馬 芦屋～有馬 芦屋～有馬（往復） 

二輪自動車 ２９０ ２９０ ５８０ ８７０ 

普通自動車 ４１０ ４１０ ８２０ １，２３０ 

バス型 

自動車 

ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ １，０３０ １，０３０ ２，０６０ ３，０９０ 

路線 ７７０ ― １，５４５ ― 

その他 １，６５０ １，６５０ ３，３００ ４，９５０ 

大型貨物自動車 １，６５０ １，６５０ ３，３００ ４，９５０ 

 

車種区分 

変更料金（円） 

一部区間 全区間 

芦屋～宝殿 

芦屋～（奥池）～芦屋 

宝殿～（奥池）～宝殿 

 
宝殿～有馬 

 
芦屋～有馬 

 芦屋～有馬 

（往復） 

 

差額 差額 差額 差額 

二輪自動車 ２９０ 変更なし ３７０ +80 ６６０ +80 ９９０ +120 

普通自動車 ４１０ 変更なし ５２０ +110 ９３０ +110 １，４００ +170 

バス型 

自動車 

ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ １，０３０ 変更なし １，３００ +270 ２，３３０ +270 ３，５００ +410 

路線 ７７０ 変更なし ― ― １，７４８ +203 ― ― 

その他 １，６５０ 変更なし ２，０８０ +430 ３，７３０ +430 ５，６００ +650 

大型貨物自動車 １，６５０ 変更なし ２，０８０ +430 ３，７３０ +430 ５，６００ +650 

 

特別区間往復割引通行料金（特割） 

車種区分 

現行料金（円） 変更料金（円） 

特割 

有馬～（奥池、東六甲展望台）～有馬 
 

差額 

二輪自動車 ７３０ ８６０ +80 

普通自動車 １，０３０ １，２１０ +110 

バス型 

自動車 

ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ ２，５８０ ３，０３０ +270 

路線 ― ― ― 

その他 ４，１３０ ４，８４０ +430 

大型貨物自動車 ４，１３０ ４，８４０ +430 

（注） １．「バス型自動車」とは、乗車定員 11人以上の乗用車をいう。 

 ２．「マイクロバス」とは、路線バスを除いた乗車定員 11 人以上 29 人以下で、車両総重量８，００

０㌕未満のバス型自動車をいう。 

 ３．「大型貨物自動車」とは、次のものをいう。 

  （１）普通貨物自動車で車両総重量８，０００㌕以上のもの、または最大積載量５，０００㌕以上

のもの。 

  （２）普通貨物自動車が他の車両を連結して通行するもの。 

  （３）大型特殊自動車。 

 


